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◎

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
十
七
号
）
（
抄
）

（
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
等
）

第
一
条

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
三
項
の
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
は
、
別
表
第
一
に
掲

げ
る
種
（
亜
種
又
は
変
種
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

２

（
略
）

３

法
第
四
条
第
五
項
の
特
定
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
種
と
す
る
。

（
希
少
野
生
動
植
物
種
の
卵
及
び
種
子
）

第
二
条

法
第
六
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
卵
及
び
種
子
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

（
希
少
野
生
動
植
物
種
の
器
官
）

第
二
条
の
二

法
第
六
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
器
官
は
、
別
表
第
四
の
科
名
の
欄
に
掲
げ
る
希
少
野
生
動
植
物
種
の
科
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
器

官
の
欄
に
定
め
る
器
官
と
す
る
。

（
希
少
野
生
動
植
物
種
の
加
工
品
）

第
二
条
の
三

法
第
六
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
加
工
品
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
二

（
略
）

（
原
材
料
器
官
等
）

第
二
条
の
四

法
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
原
材
料
器
官
等
は
、
別
表
第
五
の
科
名
の
欄
に
掲
げ
る
国
際
希
少
野
生
動
植
物
種
の
科
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

原
材
料
器
官
等
の
欄
に
定
め
る
器
官
及
び
そ
の
加
工
品
と
す
る
。
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（
特
定
器
官
等
の
要
件
）

第
二
条
の
五

法
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
器
官
の
全
形
が
保
持
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
個
体
等
の
輸
出
入
の
要
件
）

第
三
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
輸
出
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

２

法
第
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
輸
入
に
つ
い
て
は
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
個
体
等
が
、
別
表
第
一
の
表
一
に
掲
げ
る
種

の
個
体
等
で
あ
り
、
か
つ
、
学
術
研
究
若
し
く
は
繁
殖
の
目
的
で
そ
の
個
体
等
を
輸
出
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
旨
の
そ
の
輸
出
国
の
政
府
機
関
の
発
行
す
る
証
明
書
（
輸

出
国
が
そ
の
個
体
等
の
輸
出
を
許
可
に
係
ら
し
め
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
輸
出
国
内
に
お
い
て
適
法
に
捕
獲
し
、
採
取
し
、
若
し
く
は
繁
殖
さ
せ
た
個
体
又
は
そ

の
個
体
か
ら
生
じ
た
器
官
等
（
そ
の
個
体
の
一
部
で
あ
っ
た
器
官
又
は
そ
の
個
体
若
し
く
は
そ
の
個
体
の
一
部
で
あ
っ
た
器
官
を
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
た
加
工
品
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
旨
の
そ
の
輸
出
国
の
政
府
機
関
の
発
行
す
る
証
明
書
）
が
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
又
は
同
表
の
表
二
に
掲
げ
る
種
の
個
体
等
で
あ
る
こ
と
と

す
る
。

３

（
略
）

（
個
体
等
の
登
録
の
要
件
）

第
四
条

法
第
二
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
別
表
第
二
の
表
二
に
掲
げ
る
種
の
個
体
等
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と

す
る
。

一
～
三

（
略
）

（
登
録
等
に
関
す
る
手
数
料
）

第
五
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

個
体
等
（
次
号
に
掲
げ
る
器
官
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
登
録

一
の
個
体
等
に
つ
き
三
千
二
百
円

二

別
表
第
六
の
１
２
の
項
及
び
１
３
の
項
に
掲
げ
る
個
体
等
の
う
ち
牙
（
平
成
二
十
六
年
六
月
一
日
以
後
に
本
邦
に
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
の
登
録
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一
の
原
材
料
器
官
等
に
つ
き
千
六
百
円

三

変
更
登
録
又
は
登
録
票
の
書
換
交
付

一
件
に
つ
き
千
五
百
円

四

登
録
票
の
再
交
付

一
件
に
つ
き
千
五
百
円

（
特
定
国
際
種
事
業
に
係
る
特
定
器
官
等
）

第
五
条
の
二

法
第
三
十
三
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
特
定
器
官
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

別
表
第
五
の
２
の
項
に
掲
げ
る
原
材
料
器
官
等
の
う
ち
牙
及
び
そ
の
加
工
品
に
係
る
特
定
器
官
等

二

別
表
第
五
の
４
の
項
に
掲
げ
る
原
材
料
器
官
等
の
う
ち
甲
及
び
そ
の
加
工
品
に
係
る
特
定
器
官
等

（
特
定
国
際
種
事
業
の
届
出
の
要
件
）

第
五
条
の
三

法
第
三
十
三
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
特
定
器
官
等
で
あ
っ
て
加
工
品
で
あ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
特
定
国
際
種
関
係
大
臣
）

第
五
条
の
四

法
第
三
十
三
条
の
二
の
特
定
国
際
種
関
係
大
臣
は
、
経
済
産
業
大
臣
と
す
る
。

（
適
正
に
入
手
さ
れ
た
原
材
料
に
係
る
製
品
）

第
五
条
の
五

法
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
別
表
第
五
の
２
の
項
に
掲
げ
る
原
材
料
器
官
等
の
う
ち
牙
に
係
る
も
の
を
原
材
料
と
し
て
製
造
さ

れ
た
装
身
具
、
調
度
品
、
楽
器
、
印
章
そ
の
他
の
環
境
省
令
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
製
品
（
そ
の
原
材
料
器
官
等
を
使
用
し
た
部
分
が
僅
少
で
な
い
こ
と
、
そ
の
部

分
か
ら
種
を
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
そ
の
他
の
環
境
省
令
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
認
定
に
関
す
る
手
数
料
）

第
五
条
の
六

法
第
三
十
三
条
の
十
四
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
製
品
一
個
に
つ
き
六
十
円
と
す
る
。
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（
希
少
野
生
動
植
物
種
保
存
取
締
官
の
資
格
）

第
六
条

法
第
五
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

別
表
第
一

国
内
希
少
野
生
動
植
物
種

（第
一
条

第
二
条

第
三
条
関
係

）

、
、

表
一
・
表
二

（略
）

別
表
第
二

国
際
希
少
野
生
動
植
物
種

（第
一
条

第
二
条

第
四
条
関
係

）

、
、

表
一
・
表
二

（略

）

別
表
第
三

特
定
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種

（第
一
条
関
係

）

（略

）

別
表
第
四

器
官
及
び
加
工
品

（第
二
条
の
二

第
二
条
の
三
関
係

）

（略

）

、

別
表
第
五

原
材
料
器
官
等

（第
二
条
の
四

第
五
条
の
二

第
五
条
の
五
関
係

）

（略

）

、
、

別
表
第
六

登
録
対
象
個
体
群

（第
四
条

第
五
条
関
係

）

（略

）

、



- 5 -

◎

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
（
抄
）

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
四
条
、
第
十
一
条
関
係
）

貨

物

地

域

三
七

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
希
少
野
生
動
植

全
地
域

物
種
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
を
除
き
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
際
希
少
野
生
動
植
物
種
に
あ
つ
て
は
、

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
十
七
号
）
別
表
第
二
の
表
一
に
掲
げ
る
種
に
限

る
。
）
の
同
法
第
六
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
個
体
及
び
そ
の
器
官
並
び
に
こ
れ
ら
の
加
工
品
（
四
三
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

◎

地
方
住
宅
供
給
公
社
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
百
九
十
八
号
）
（
抄
）

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
二
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
を
、
市
の
み
が
設
立
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
市
（
第
二
十
三
号
及
び
第
二
十
六
号
に
あ
つ
て
は
、
建

築
主
事
を
置
く
市
）
と
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
～
十
三

（
略
）

十
四

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
五
十
四
条

十
五
～
三
十
四

（
略
）

２

（
略
）

◎

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
（
抄
）

（
他
の
法
令
の
準
用
）
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第
十
五
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
を
国
の
行
政
機
関
と
み
な
し
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
～
四

（
略
）

五

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
五
十
四
条

六
～
十
六

（
略
）

２

（
略
）

◎

地
方
道
路
公
社
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
二
百
二
号
）
（
抄
）

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
十
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
地
方
道
路
公
社
を
、
市
の
み
が
設
立
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
市
（
第
十
九
号
及
び
第
二
十
二
号
に
あ
つ
て
は
、
建
築
主
事

を
置
く
市
）
と
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

十
二

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
五
十
四
条

十
三
～
三
十
一

（
略
）

２

（
略
）

◎

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
（
抄
）

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
九
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
土
地
開
発
公
社
を
、
都
道
府
県
が
設
立
し
た
も
の
（
都
道
府
県
が
他
の
地
方
公
共
団
体
と
共
同
で
設
立
し
た
も
の
を
含
む
。
）

に
あ
つ
て
は
当
該
都
道
府
県
と
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）

が
設
立
し
た
も
の
（
指
定
都
市
が
都
道
府
県
以
外
の
他
の
地
方
公
共
団
体
と
共
同
で
設
立
し
た
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該
指
定
都
市
と
、
同
法
第
二
百
五
十
二
条
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の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
が
設
立
し
た
も
の
（
中
核
市
が
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
以
外
の
他
の
地
方
公
共
団
体
と

共
同
で
設
立
し
た
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該
中
核
市
と
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
市
町
村
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
～
七

（
略
）

八

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
五
十
四
条

九
～
十
九

（
略
）

２
・
３

（
略
）

◎

広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
六
年
政
令
第
三
百
三
十
号
）
（
抄
）

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
九
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
を
地
方
公
共
団
体
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
五
十
四
条

四
～
七

（
略
）

２
・
３

（
略
）

◎

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
（
抄
）

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
五
十
六
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
を
国
の
行
政
機
関
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
～
十
四

（
略
）

十
五

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
五
十
四
条
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十
六
～
三
十
一

（
略
）

２

（
略
）

◎

学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
二
百
三
十
二
号
）
（
抄
）

（
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
号
中
「
卒
業
し
た
者
」
の
下
に
「
（
こ
れ
ら
を
修
め
て
同
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号

中
「
卒
業
し
た
者
」
の
下
に
「
（
こ
れ
ら
を
修
め
て
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。


